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議案第５６号 

 

令和７年度釧路市一般会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の一般会計補正予算は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１８１,９７０千円を追加

し、歳入歳出それぞれ１０７,５８１,９７０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正）  

第２条 債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。  

（地方債の補正）  

第３条 地方債の変更は、「第３表 地方債補正」による。  

 

令和７年６月１２日提出  

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

13 分担金及び負担金 637,224 972 638,196

1 分 担 金 31,665 972 32,637

14 使用料及び手数料 2,498,908 60 2,498,968

1 使 用 料 1,912,293 60 1,912,353

15 国 庫 支 出 金 23,985,656 62,155 24,047,811

2 国 庫 補 助 金 4,609,705 59,736 4,669,441

3 国 庫 委 託 金 44,873 2,419 47,292

16 道 支 出 金 6,721,175 1,279 6,722,454

2 道 補 助 金 1,032,336 1,279 1,033,615

18 寄 附 金 2,710,001 5,200 2,715,201

1 寄 附 金 2,710,001 5,200 2,715,201

19 繰 入 金 4,283,368 107,904 4,391,272

2 基 金 繰 入 金 4,265,528 107,904 4,373,432

22 市 債 8,196,300 4,400 8,200,700

1 市 債 8,196,300 4,400 8,200,700

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項

歳 入 合 計 107,400,000 181,970 107,581,970
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　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計
千円 千円 千円

2 総 務 費 9,778,238 143,361 9,921,599

1 総 務 管 理 費 9,467,077 143,361 9,610,438

3 民 生 費 36,490,479 1,808 36,492,287

1 社 会 福 祉 費 8,536,765 180 8,536,945

4 生 活 保 護 費 12,118,191 1,628 12,119,819

6 農 林 水 産 業 費 1,306,347 2,158 1,308,505

1 農 業 費 741,022 2,158 743,180

7 商 工 費 3,973,676 28,818 4,002,494

1 商 工 費 3,973,676 28,818 4,002,494

11 教 育 費 8,430,265 5,825 8,436,090

6 社 会 教 育 費 1,960,183 5,597 1,965,780

7 保 健 体 育 費 711,553 228 711,781

款 項

歳 出 合 計 107,400,000 181,970 107,581,970
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補 正 後
千円 千円 千円

8,200,700

追　　　加

変　　　更

マーケティング戦略推進費 令和８年度 14,460

計 8,196,300 4,400

湿 原 展 望 台 施 設 整 備 費 13,400 2,200 15,600

区 分 起 債 の 目 的
限　　　　　　度　　　　　　額

補 正 前 補 正 額

大楽毛津波避難複合施設整備事業費 252,800 2,200 255,000

第３表　　地　方　債　補　正

第２表　　債　務　負　担　行　為　補　正

区 分 事 項 期 間 限　　度　　額
千円
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

13

14

15

16

18

19

22

　　（歳　　出）

国道支出金 市 債 そ の 他
千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

2 総 務 費 9,778,238 143,361 9,921,599 52,455 2,200 5,060 83,646

3 民 生 費 36,490,479 1,808 36,492,287 814 0 100 894

6 農林水産業費 1,306,347 2,158 1,308,505 1,186 0 972 0

7 商 工 費 3,973,676 28,818 4,002,494 6,560 2,200 15,698 4,360

11 教 育 費 8,430,265 5,825 8,436,090 2,419 0 0 3,406

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補 正 前 の 額 補 正 額 計

分 担 金 及 び 負 担 金 637,224 972 638,196

使 用 料 及 び 手 数 料 2,498,908 60 2,498,968

国 庫 支 出 金 23,985,656 62,155 24,047,811

道 支 出 金 6,721,175 1,279 6,722,454

寄 附 金 2,710,001 5,200 2,715,201

繰 入 金 4,283,368 107,904 4,391,272

特 定 財 源

市 債 8,196,300 4,400 8,200,700

92,306

歳 入 合 計 107,400,000 181,970 107,581,970

款 補正前の額 補 正 額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源

歳 出 合 計 107,400,000 181,970 107,581,970 63,434 4,400 21,830

- 10 -



２
．

歳
入

（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
3
分

担
金

及
び

負
担

金
6
3
7
,
2
2
4

9
7
2

6
3
8
,
1
9
6

 
1
分

担
金

3
1
,
6
6
5

9
7
2

3
2
,
6
3
7

 
1
農

林
水

産
業

費
分

担
金

3
1
,
6
6
5

9
7
2

3
2
,
6
3
7

 
1
農

業
費

分
担

金
9
7
2
国

営
緊

急
農

地
再

編
整

備
事

業
費

9
7
2

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

- 11 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
4
使

用
料

及
び

手
数

料
2
,
4
9
8
,
9
0
8

6
0

2
,
4
9
8
,
9
6
8

 
1
使

用
料

1
,
9
1
2
,
2
9
3

6
0

1
,
9
1
2
,
3
5
3

 
1
総

務
使

用
料

5
5
,
0
3
4

6
0

5
5
,
0
9
4

 
1
総

務
管

理
使

用
6
0
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
使

用
料

6
0

料

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明

- 12 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
5
国

庫
支

出
金

2
3
,
9
8
5
,
6
5
6

6
2
,
1
5
5

2
4
,
0
4
7
,
8
1
1

 
2
国

庫
補

助
金

4
,
6
0
9
,
7
0
5

5
9
,
7
3
6

4
,
6
6
9
,
4
4
1

 
1
総

務
費

補
助

金
1
,
1
4
8
,
3
9
8

5
2
,
3
6
2

1
,
2
0
0
,
7
6
0

 
1
総

務
管

理
費

補
5
2
,
3
6
2
大

楽
毛

津
波

避
難

複
合

施
設

整
備

事
業

費
（

率
２

／
３

助
金

、
１

／
２

）
3
,
6
9
1

自
治

体
情

報
シ

ス
テ

ム
標

準
化

事
業

費
（

率
１

０
／

１

０
）

4
8
,
6
7
1

 
2
民

生
費

補
助

金
4
4
5
,
2
1
9

8
1
4

4
4
6
,
0
3
3

 
3
生

活
保

護
費

補
8
1
4
生

活
保

護
法

施
行

事
務

費
（

率
１

／
２

）

助
金

8
1
4

 
4
商

工
費

補
助

金
1
7
,
4
2
9

2
,
5
4
1

1
9
,
9
7
0

 
1
商

工
費

補
助

金
2
,
5
4
1
湿

原
展

望
台

施
設

整
備

費
（

率
１

／
２

）

2
,
5
4
1

 
9
新

し
い

地
方

経
済

・
生

活
6
7
,
0
1
1

4
,
0
1
9

7
1
,
0
3
0

 
1
新

し
い

地
方

経
4
,
0
1
9
新

し
い

地
方

経
済

・
生

活
環

境
創

生
交

付
金

（
率

１
／

環
境

創
生

交
付

金
済

・
生

活
環

境
２

）
4
,
0
1
9

創
生

交
付

金

 
3
国

庫
委

託
金

4
4
,
8
7
3

2
,
4
1
9

4
7
,
2
9
2

 
4
教

育
費

委
託

金
2
,
0
8
4

2
,
4
1
9

4
,
5
0
3

 
1
社

会
教

育
費

委
2
,
4
1
9
図

書
館

管
理

運
営

費
2
,
4
1
9

託
金

補
正

前
の

額
補

正
額

計
説

明
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

- 13 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
6
道

支
出

金
6
,
7
2
1
,
1
7
5

1
,
2
7
9

6
,
7
2
2
,
4
5
4

 
2
道

補
助

金
1
,
0
3
2
,
3
3
6

1
,
2
7
9

1
,
0
3
3
,
6
1
5

 
1
総

務
費

補
助

金
3
9
,
7
3
2

9
3

3
9
,
8
2
5

 
1
総

務
管

理
費

補
9
3
大

楽
毛

津
波

避
難

複
合

施
設

整
備

事
業

費
（

率
２

／
３

助
金

）
9
3

 
5
農

林
水

産
業

費
補

助
金

1
9
1
,
5
7
7

1
,
1
8
6

1
9
2
,
7
6
3

 
1
農

業
費

補
助

金
1
,
1
8
6
国

営
緊

急
農

地
再

編
整

備
事

業
費

（
率

５
．

５
／

１
０

）
1
,
1
8
6

金
額

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

- 14 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
8
寄

附
金

2
,
7
1
0
,
0
0
1

5
,
2
0
0

2
,
7
1
5
,
2
0
1

 
1
寄

附
金

2
,
7
1
0
,
0
0
1

5
,
2
0
0

2
,
7
1
5
,
2
0
1

 
3
商

工
費

寄
附

金
9
,
0
0
0

1
0
0

9
,
1
0
0

 
1
商

工
費

寄
附

金
1
0
0
観

光
振

興
イ

ベ
ン

ト
推

進
費

1
0
0

 
5
総

務
費

寄
附

金
0

5
,
0
0
0

5
,
0
0
0

 
1
総

務
管

理
費

寄
5
,
0
0
0
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

戦
略

推
進

費
5
,
0
0
0

附
金

 
6
民

生
費

寄
附

金
0

1
0
0

1
0
0

 
1
社

会
福

祉
費

寄
1
0
0
福

祉
基

金
積

立
金

1
0
0

附
金

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

- 15 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

1
9
繰

入
金

4
,
2
8
3
,
3
6
8

1
0
7
,
9
0
4

4
,
3
9
1
,
2
7
2

 
2
基

金
繰

入
金

4
,
2
6
5
,
5
2
8

1
0
7
,
9
0
4

4
,
3
7
3
,
4
3
2

 
1
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

3
,
7
0
0
,
0
0
0

9
2
,
3
0
6

3
,
7
9
2
,
3
0
6

 
1
財

政
調

整
基

金
9
2
,
3
0
6
財

政
調

整
基

金
繰

入
金

9
2
,
3
0
6

繰
入

金

 
8
入

湯
税

基
金

繰
入

金
2
8
,
9
9
8

1
5
,
5
9
8

4
4
,
5
9
6

 
1
入

湯
税

基
金

繰
1
5
,
5
9
8
入

湯
税

基
金

繰
入

金
1
5
,
5
9
8

入
金

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

説
明

- 16 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

節
 
 

 
 

2
2
市

債
8
,
1
9
6
,
3
0
0

4
,
4
0
0

8
,
2
0
0
,
7
0
0

 
1
市

債
8
,
1
9
6
,
3
0
0

4
,
4
0
0

8
,
2
0
0
,
7
0
0

 
1
総

務
債

9
1
3
,
0
0
0

2
,
2
0
0

9
1
5
,
2
0
0

 
1
総

務
管

理
債

2
,
2
0
0
大

楽
毛

津
波

避
難

複
合

施
設

整
備

事
業

費

2
,
2
0
0

 
5
商

工
債

2
1
,
8
0
0

2
,
2
0
0

2
4
,
0
0
0

 
1
商

工
債

2
,
2
0
0
湿

原
展

望
台

施
設

整
備

費
2
,
2
0
0

1
0
7
,
4
0
0
,
0
0
0

1
8
1
,
9
7
0

1
0
7
,
5
8
1
,
9
7
0

説
明

歳
入

合
計

補
正

前
の

額
補

正
額

計
款

　
　

　
項

　
　

　
目

区
分

金
額

- 17 -



３
．

歳
出

（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
2
総

務
費

9
,
7
7
8
,
2
3
8

1
4
3
,
3
6
1

9
,
9
2
1
,
5
9
9
特

定
財

源
5
9
,
7
1
5

一
般

財
源

8
3
,
6
4
6

 
1
総

務
管

理
費

9
,
4
6
7
,
0
7
7

1
4
3
,
3
6
1

9
,
6
1
0
,
4
3
8
特

定
財

源
5
9
,
7
1
5

一
般

財
源

8
3
,
6
4
6

 
1
一

般
管

理
費

3
,
7
7
2
,
9
0
4

1
3
0
,
7
2
4

3
,
9
0
3
,
6
2
8
特

定
財

源
5
4
,
6
5
5
1
2
委

託
料

1
2
4
,
7
4
0
大

楽
毛

津
波

避
難

複
合

施
設

整
備

事
業

5
,
9
8
4

1
4
工

事
請

負
費

5
,
9
8
4
費

[
内

訳
]

自
治

体
情

報
シ

ス
テ

ム
標

準
化

事
業

費
1
2
4
,
7
4
0

国
庫

支
出

金

5
2
,
3
6
2

道
支

出
金

9
3

市
債

2
,
2
0
0

一
般

財
源

7
6
,
0
6
9

 
5
企

画
振

興
費

2
,
4
6
4
,
2
0
7

1
1
,
0
0
0

2
,
4
7
5
,
2
0
7
特

定
財

源
5
,
0
0
0
 
7
報

償
費

3
0
2
マ

ー
ケ

テ
ィ

ン
グ

戦
略

推
進

費
5
,
0
0
0

1
0
需

用
費

2
0
2
地

域
振

興
基

金
積

立
金

6
,
0
0
0

[
内

訳
]

1
1
役

務
費

3
6
3

寄
附

金
1
2
委

託
料

3
,
9
3
3

5
,
0
0
0
1
3
使

用
料

及
び

2
0
0

賃
借

料

一
般

財
源

6
,
0
0
0
2
4
積

立
金

6
,
0
0
0

 
7
市

民
活

動
費

2
4
2
,
4
3
6

1
,
6
3
7

2
4
4
,
0
7
3
特

定
財

源
6
0
1
0
需

用
費

2
3
8
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
バ

ス
運

行
事

業
費

1
,
6
3
7

1
2
委

託
料

1
,
2
1
2

[
内

訳
]

1
7
備

品
購

入
費

1
8
7

使
用

料
及

び

手
数

料

6
0

一
般

財
源

1
,
5
7
7

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額

- 18 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
3
民

生
費

3
6
,
4
9
0
,
4
7
9

1
,
8
0
8

3
6
,
4
9
2
,
2
8
7
特

定
財

源
9
1
4

一
般

財
源

8
9
4

 
1
社

会
福

祉
費

8
,
5
3
6
,
7
6
5

1
8
0

8
,
5
3
6
,
9
4
5
特

定
財

源
1
0
0

一
般

財
源

8
0

 
1
総

務
費

4
2
2
,
4
4
1

1
8
0

4
2
2
,
6
2
1
特

定
財

源
1
0
0
2
4
積

立
金

1
8
0
福

祉
基

金
積

立
金

1
8
0

[
内

訳
]

寄
附

金

1
0
0

一
般

財
源

8
0

 
4
生

活
保

護
費

1
2
,
1
1
8
,
1
9
1

1
,
6
2
8

1
2
,
1
1
9
,
8
1
9
特

定
財

源
8
1
4

一
般

財
源

8
1
4

 
1
扶

助
費

1
2
,
1
1
8
,
1
9
1

1
,
6
2
8

1
2
,
1
1
9
,
8
1
9
特

定
財

源
8
1
4
1
2
委

託
料

1
,
6
2
8
生

活
保

護
法

施
行

事
務

費
1
,
6
2
8

[
内

訳
]

国
庫

支
出

金

8
1
4

一
般

財
源

8
1
4

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明

- 19 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
6
農

林
水

産
業

費
1
,
3
0
6
,
3
4
7

2
,
1
5
8

1
,
3
0
8
,
5
0
5
特

定
財

源
2
,
1
5
8

 
1
農

業
費

7
4
1
,
0
2
2

2
,
1
5
8

7
4
3
,
1
8
0
特

定
財

源
2
,
1
5
8

 
4
農

地
費

1
2
1
,
2
9
9

2
,
1
5
8

1
2
3
,
4
5
7
特

定
財

源
2
,
1
5
8
1
8
負

担
金

補
助

2
,
1
5
8
国

営
緊

急
農

地
再

編
整

備
事

業
費

2
,
1
5
8

及
び

交
付

金

[
内

訳
]

分
担

金
及

び

負
担

金

9
7
2

道
支

出
金

1
,
1
8
6

説
明

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額

- 20 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

 
7
商

工
費

3
,
9
7
3
,
6
7
6

2
8
,
8
1
8

4
,
0
0
2
,
4
9
4
特

定
財

源
2
4
,
4
5
8

一
般

財
源

4
,
3
6
0

 
1
商

工
費

3
,
9
7
3
,
6
7
6

2
8
,
8
1
8

4
,
0
0
2
,
4
9
4
特

定
財

源
2
4
,
4
5
8

一
般

財
源

4
,
3
6
0

 
3
観

光
費

7
5
5
,
6
1
4

2
8
,
8
1
8

7
8
4
,
4
3
2
特

定
財

源
2
4
,
4
5
8
1
2
委

託
料

1
3
,
1
2
0
滞

在
体

験
観

光
促

進
事

業
費

1
5
,
5
9
8

1
8
負

担
金

補
助

1
5
,
6
9
8
観

光
振

興
イ

ベ
ン

ト
推

進
費

1
0
0

[
内

訳
]

及
び

交
付

金
湿

原
展

望
台

施
設

整
備

費
1
3
,
1
2
0

国
庫

支
出

金

6
,
5
6
0

寄
附

金

1
0
0

繰
入

金

1
5
,
5
9
8

市
債

2
,
2
0
0

一
般

財
源

4
,
3
6
0

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額
説

明

- 21 -



（
単

位
 
：

 
千

円
）

款
節

 
 

 
 

 
 

項

目

1
1
教

育
費

8
,
4
3
0
,
2
6
5

5
,
8
2
5

8
,
4
3
6
,
0
9
0
特

定
財

源
2
,
4
1
9

一
般

財
源

3
,
4
0
6

 
6
社

会
教

育
費

1
,
9
6
0
,
1
8
3

5
,
5
9
7

1
,
9
6
5
,
7
8
0
特

定
財

源
2
,
4
1
9

一
般

財
源

3
,
1
7
8

 
1
総

務
費

4
1
,
9
4
7

3
,
1
7
8

4
5
,
1
2
5
一

般
財

源
3
,
1
7
8
2
4
積

立
金

3
,
1
7
8
文

化
振

興
基

金
積

立
金

3
,
1
7
8

 
3
図

書
館

費
4
2
9
,
7
5
9

2
,
4
1
9

4
3
2
,
1
7
8
特

定
財

源
2
,
4
1
9
 
7
報

償
費

6
8
管

理
運

営
費

2
,
4
1
9

 
8
旅

費
1
1
2

[
内

訳
]

1
0
需

用
費

1
7

国
庫

支
出

金
1
1
役

務
費

5

2
,
4
1
9
1
2
委

託
料

2
,
2
1
7

 
7
保

健
体

育
費

7
1
1
,
5
5
3

2
2
8

7
1
1
,
7
8
1
一

般
財

源
2
2
8

 
1
総

務
費

6
1
,
1
5
8

2
2
8

6
1
,
3
8
6
一

般
財

源
2
2
8
2
4
積

立
金

2
2
8
ス

ポ
ー

ツ
振

興
基

金
積

立
金

2
2
8

1
0
7
,
4
0
0
,
0
0
0

1
8
1
,
9
7
0

1
0
7
,
5
8
1
,
9
7
0
特

定
財

源
8
9
,
6
6
4

一
般

財
源

9
2
,
3
0
6

説
明

歳
出

合
計

補
正

前
の

額
補

正
額

計
財

源
内

訳
区

分
金

額

- 22 -



　
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円
千

円

元
　

 金
元

　
 金

割
増

金
割

増
金

計
計

一
般

財
源

特
定

財
源

1
4
,4

6
0

令
8

1
4
,4

6
0

-
  
  
  
  
  
  
 

翌
年

度
以

降
の

支
出

予
定

額

金
額

左
の

財
源

内
訳

特
定

財
源

一
般

財
源

債
 務

 負
 担

 行
 為

 に
 関

 す
 る

 調
 書

 補
 正

区
分

事
項

限
度

額
負

担
額

期
間

金
額

期
間

金
額

-

前
年

度
末

ま
で

の
支

出
見

込
額

当
該

年
度

支
出

予
定

額

金
額

左
の

財
源

内
訳

補 正 後

2
3
,4

3
3
,3

2
5

2
3
,2

1
4
,9

1
1

1
1
0
,4

9
6

補 正 前

4
,4

8
7
,9

9
6

3
,6

6
5

-
  
  
  
  
  
  
  

2
3
,4

1
8
,8

6
5

合
　

　
　

　
　

計
-

1
4
,4

6
0

-
  
  
  
  
  
  

-
  
  
  
  
  
  

2
3
,2

0
0
,4

5
1

2
,3

8
2
,5

2
5

9
,2

4
2
,4

4
7

6
,0

7
8
,6

6
3

7
,9

9
3
,5

0
2

2
,3

6
8
,0

6
5

追 　 加

マ
ー

ケ
テ

ィ
ン

グ
戦

略
推

進
費

令
8

0
1
4
,4

6
0

8
,0

0
7
,9

6
2

1
,5

9
0
,6

6
7

9
,1

3
1
,9

5
1

6
,0

7
4
,9

9
8

5
,6

2
5
,4

3
7

- 23 -



- 24 -



議案第５７号 

 

令和７年度釧路市動物園事業特別会計補正予算 

 

令和７年度釧路市の動物園事業特別会計補正予算は、次に定めるところに

よる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８４８千円を追加し、歳入

歳出それぞれ４５２,７０２千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後

の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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　　　歳　　入

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動物園事業収入 451,854 848 452,702

4 寄 附 金 1 60 61

6 繰 越 金 1 788 789

451,854 848 452,702

　　　歳　　出

補 正 前 の 額 補 正 額 計

千円 千円 千円

1 動 物 園 事 業 費 451,854 848 452,702

1 事 業 費 427,964 848 428,812

451,854 848 452,702

款 項

歳 出 合 計

第１表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

歳 入 合 計

款 項
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1 　総　　括

　　（歳　　入）

千円 千円 千円

4

6

　　（歳　　出）

千円 千円 千円 千円 千円 千円 千円

1 事 業 費 427,964 848 428,812 0 0 848 0

451,854 848 452,702 0 0 848 0

1

歳 出 合 計

451,854歳 入 合 計

項 補正前の額 補 正 額 計
市 債

61寄 附 金

歳入歳出補正予算事項別明細書

項 補 正 額 計補 正 前 の 額

1

そ の 他

補 正 額 の 財 源 内 訳

848

788

一般財源

452,702

国道支出金

789

60

繰 越 金

- 28 -
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議案第５８号 

 

令和７年度釧路市下水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度釧路市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところ

による。 

（業務の予定量）  

第２条 令和７年度釧路市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

２条に定めた業務の予定量を、次のとおり改める。  

（２）主要な建設改良事業 

   ウ ポ ン プ 場 整 備    ３か所 

（収益的収入及び支出） 

第３条 予算第３条本文なお書中「２，５００千円」を「２８，０００千円

」に改め、収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 下水道事業収益 7,388,336千円   25,578千円 7,413,914千円 

第２項 営 業 外 収 益 2,059,954千円   25,578千円 2,085,532千円 

支               出 

第１款 下水道事業費用 6,669,416千円   75,221千円 6,744,637千円 

第１項 営 業 費 用 6,364,995千円   51,156千円 6,416,151千円 

第２項 営 業 外 費 用  304,421千円   24,065千円  328,486千円 

（資本的収入及び支出） 

第４条 予算第４条本文括弧書中「１５０，４４９千円」を「１２４，０５

９千円」に、「１，８１３，５４４千円」を「１，８１４，３１３千円」

に、「３６２，１７１千円」を「３８７，７９２千円」に改め、資本的収

入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。  
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（科   目）   （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 資 本 的 収 入  2,990,235千円 △637,000千円 2,353,235千円 

第１項 企 業 債 1,697,600千円 △290,300千円 1,407,300千円 

第２項 国 庫 補 助 金 1,263,011千円 △346,700千円  916,311千円 

支               出 

第１款 資 本 的 支 出  5,316,399千円 △637,000千円 4,679,399千円 

第１項 建 設 改 良 費 3,117,615千円 △637,000千円 2,480,615千円 

（債務負担行為） 

第５条 予算第５条に定めた債務負担行為をすることができる事項、期間及

び限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 事   項 期   間 限 度 額 

廃

止 

補正前 旭町ポンプ場整備事

業費 

令和８年度 67,000千円 

補正後 － － 

変 

更 

補正前 古川終末処理場整備

事業費 
令和８年度 

651,000千円 

補正後 426,000千円 

（企業債） 

第６条 予算第６条に定めた起債の限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

変 更 

下 水 道 建 設 

事 業 費 

千円 

1,697,600 

千円 

△290,300 

千円 

1,407,300 

下 水 道 事 業 債 

（ 大 規 模 下 水

道 管 路 特 別 重

点 調 査 事 業 ） 

2,500 25,500 28,000 

計 1,700,100 △264,800 1,435,300 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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令
和
８
年
３
月
３
１
日
）

資
産

の
部

固
定

資
産

繰
延

収
益

出
資

金
8
,6

0
9

8
,6

0
9

投
資

そ
の

他
の

資
産

有
形

固
定

資
産

合
計

7
6
,3

8
1
,2

1
3

有
形

固
定

資
産

1
9
0
,1

4
5
,7

6
9

減
価

償
却

累
計

額
△

 1
1
3
,7

6
4
,5

5
6

7
6
,3

8
1
,2

1
3

繰
延

収
益

合
計

3
4
,9
4
5
,0
1
8

負
債

合
計

5
7
,3
8
2
,9
6
6

長
期

前
受

金
9
6
,6

1
4
,1

0
9

収
益

化
累

計
額

剰
余

金

△
 6

1
,6

6
9
,0

9
1

流
動

資
産

合
計

2
,3
4
6
,4
0
0

資
産

合
計

7
8
,7
3
6
,2
2
2

貸
倒

引
当

金
△

 4
3
,2

6
4

7
8
5
,3

4
7

現
金

預
金

1
,5

6
1
,0

5
3

未
収

金
8
2
8
,6

1
1

資
本

剰
余

金
合

計
3
,5

5
2
,7

7
8

引
当

金

退
職

給
付

引
当

金
3
5
2
,0

7
9

利
益

剰
余

金

企
業

債

資
本

剰
余

金

1
9
,0

4
1
,2

4
1

受
贈

財
産

評
価

額
1
4
4
,3

7
7

そ
の

他
資

本
剰

余
金

2
6
,7

7
7

6
9
9
,5

3
3

1
,5

0
6

2
,5

7
3
,9

0
5

1
0
4
,3

0
0

2
,3

8
0

減
債

積
立

金
1
1
,5

3
3
,2

5
0

負
債

の
部

固
定

負
債

流
動

負
債

企
業

債

2
,2

4
9
,6

4
8

企
業

債
合

計
2
,2

4
9
,6

4
8

未
払

金
7
6
0
,6

4
3

企
業

債
合

計
1
9
,0

4
1
,2

4
1

2
1
,3
5
3
,2
5
6

負
債

資
本

合
計

7
8
,7
3
6
,2
2
2

2
,0

0
0
,0

0
0

当
年

度
未

処
分

利
益

剰
余

金
2
,9

8
3
,6

1
5

利
益

剰
余

金
合

計
1
6
,5

1
6
,8

6
5

剰
余

金
合

計

建
設

改
良

積
立

金

2
0
,0
6
9
,6
4
3

流
動

負
債

合
計

3
,0
4
4
,6
2
8

国
庫

補
助

金

道
補

助
金

一
般

会
計

負
担

金

一
般

会
計

補
助

金

工
事

負
担

金

引
当

金

賞
与

引
当

金
2
8
,2

2
7

法
定

福
利

費
引

当
金

5
,5

8
5

引
当

金
合

計
3
3
,8

1
2

預
り

金
5
2
5

資
本

合
計

引
当

金
合

計
3
5
2
,0

7
9

固
定

負
債

合
計

1
9
,3
9
3
,3
2
0
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注
記 Ⅰ

重
要

な
会

計
方

針
な

お
、

各
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
１

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

(１
)

有
形

固
定

資
産

都
市

計
画

事
業

と
し

て
執

行
す

る
も

の
。

主
と

し
て

市
街

地
に

お
け

る
下

水
を

排
除

し
、

・
減

価
償

却
の

方
法

又
は

処
理

す
る

た
め

に
市

が
管

理
す

る
下

水
道

。
古

川
・
白

樺
・
大

楽
毛

処
理

区
定

額
法

に
よ

る
。

都
市

計
画

区
域

以
外

の
区

域
に

お
い

て
執

行
す

る
も

の
。

市
街

化
区

域
以

外
の

人
口

・
主

な
耐

用
年

数
集

中
地

域
で

水
環

境
の

保
全

が
必

要
な

地
域

に
お

い
て

整
備

を
行

っ
た

下
水

道
。

阿
建

物
6
～

5
0
年

寒
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
処

理
区

構
築

物
1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
機

械
及

び
装

置
 6

～
2
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
６

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

７
年

３
月

３
１

日
）

車
両

運
搬

具
 3

～
5
年

（
単

位
　

千
円

）
工

具
、

器
具

及
び

備
品

 3
～

1
5
年

２
引

当
金

の
計

上
方

法
(１

)
貸

倒
引

当
金

営
業

収
益

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
貸

倒
実

績
率

等
に

よ
る

回
収

不
能

見
込

み
額

を
営

業
費

用
計

上
し

て
い

る
。

営
業

損
益

(２
)

退
職

給
付

引
当

金
経

常
損

益
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
(３

)
賞

与
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

　
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

他
会

計
繰

入
金

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

減
価

償
却

費
(４

)
法

定
福

利
費

引
当

金
有

形
固

定
資

産
及

び
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

る
支

出
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

３
消

費
税

等
の

会
計

処
理

当
年

度
（
自

　
令

和
７

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
会

計
処

理
は

税
抜

方
式

に
よ

っ
て

い
る

。
（
単

位
　

千
円

）

Ⅱ
予

定
貸

借
対

照
表

等
関

連
１

企
業

債
の

償
還

に
係

る
他

会
計

の
負

担
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
貸

借
対

照
表

に
計

上
さ

れ
て

い
る

企
業

債
（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
一

般
会

計
が

負
担

す
る

と
見

込
ま

れ
る

額
は

6
,7

4
7
,2

8
1
千

円
そ

の
他

の
項

目
で

あ
る

。
他

会
計

繰
入

金
減

価
償

却
費

Ⅲ
セ

グ
メ

ン
ト
情

報
の

開
示

有
形

固
定

資
産

及
び

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

釧
路

市
下

水
道

事
業

会
計

は
、

公
共

下
水

道
事

業
及

び
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

事
業

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

２
つ

を
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
Ⅳ

そ
の

他
１

貸
倒

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
た

め
貸

倒
引

当
金

7
,8

3
1
千

円
を

取
り

崩
す

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

1
9
,1

4
2
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
2
5
,0

7
4
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

5
,0

3
3
千

円
を

取
り

崩
す

。

△
 6

2
3
,6

9
2

2
1
6
,8

1
9

△
 4

0
6
,8

7
3

1
,5

1
7
,2

4
7

3
3
4
,8

3
0

1
,8

5
2
,0

7
7

3
,0

4
3
,8

6
9

4
2
4
,3

8
9

3
,4

6
8
,2

5
8

5
0
,2

2
4
,8

2
4

7
,1

5
8
,1

4
2

5
7
,3

8
2
,9

6
6

特
定

環
境

保
全

7
0
,0

1
2
,5

3
9

8
,7

2
3
,6

8
3

7
8
,7

3
6
,2

2
2

公
共

下
水

道
事

業
合

　
計

公
共

下
水

道
事

業

7
0
,9

0
2
,5

4
8

8
,6

9
6
,7

6
7

7
9
,5

9
9
,3

1
5

5
1
,6

8
6
,8

1
3

7
,1

0
4
,4

6
4

5
8
,7

9
1
,2

7
7

△
 7

6
3
,1

8
3

△
 2

6
7
,2

5
8

△
 1

,0
3
0
,4

4
1

7
7
8
,5

9
5

△
 6

3
9

7
7
7
,9

5
6

4
6
7
,0

5
7

4
,8

8
9
,1

9
8

5
,1

8
5
,3

2
4

7
3
4
,3

1
5

5
,9

1
9
,6

3
9

事
業

区
分

事
　

　
業

　
　

の
　

　
内

　
　

容

公
共

下
水

道
事

業

特
定

環
境

保
全

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業

公
共

下
水

道
事

業
公

共
下

水
道

事
業

合
　

計

4
,4

2
2
,1

4
1

3
,0

0
9
,8

0
1

4
3
0
,5

2
8

3
,4

4
0
,3

2
9

△
 5

2
1
,9

1
9

1
,4

0
9
,5

3
3

3
5
5
,5

2
7

1
,7

6
5
,0

6
0

△
 3

0
3
,4

9
0

△
 8

2
5
,4

0
9
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議案第５９号 

 

釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関す

る条例の一部を改正する条例 

 

釧路市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（平

成１７年釧路市条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

別表第１第２３項中「２４，０００円」を「２７，０００円」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正に鑑み、投票

事務従事者の報酬額の上限を引き上げたく、本案を提出するものである。 
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議案第６０号 

 

釧路市職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市職員等の旅費に関する条例（平成１７年釧路市条例第６６号）の一

部を次のように改正する。 

第２８条第１項中「国家公務員等の旅費に関する法律」を「国家公務員等

の旅費に関する法律の一部を改正する法律（令和６年法律第２２号）による

改正前の国家公務員等の旅費に関する法律」に、「旅費法」を「旧旅費法」

に改め、同条第２項中「旅費法」を「旧旅費法」に改める。 

別表第３中「旅費法」を「旧旅費法」に改める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典  

 

（説明） 

国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、外国旅費について所

要の規定の整備をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６１号 

 

釧路市税条例の一部を改正する条例 

 

釧路市税条例（平成１７年釧路市条例第７５号）の一部を次のように改正

する。 

第１９条中「公示送達は、」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公

示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定

する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をと

るとともに、公示事項が記載された書面を」を加え、「して行う」を「し、

又は公示事項を市の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの

閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってする」に改める。 

第３２条第４項中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以

下「」及び「」という。）」を削る。 

第３３条の２中「又は扶養控除額」を「、扶養控除額又は特定親族特別控

除額」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「）若しくは」を「）、」に改め、「扶養

控除額」の次に「若しくは特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１

２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６

条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下で

あるものに限る。）に係るものを除く。）」を加える。 

第３６条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」を

加える。 

第３６条の３の３第１項中「者に限る。）」の次に「若しくは特定親族（

退職手当等に係る所得を有する者であって、合計所得金額が８５万円以下で

あるものに限る。）」を加え、同項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定

親族」を加える。 
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附則第１６条の２の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９１条の２第１項の売渡し又

は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。

）が行われた加熱式たばこ（第９１条第１号オに掲げる加熱式たばこをい

い、第９２条の２の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下

この条において同じ。）に係る第９３条第１項の製造たばこの本数は、同

条第３項の規定にかかわらず、当分の間、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める方法により換算した紙巻たばこ（第９１条第１号アに掲

げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項において同じ。）の本数によ

るものとする。 

(1) 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）

を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので

巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを

施行規則附則第８条の４の２に規定するところにより直接加熱すること

によって喫煙の用に供されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量

（フィルターその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係

る部分の重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の０．

３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加

熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム未満である場合にあっ

ては、当該加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算する方

法 

(2) 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．

２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし、当該加熱

式たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあ

っては、当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０

本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用
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を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のも

のの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は、売渡し等が

行われた加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこ

の品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し、

その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し、同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量

に０．１グラム未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てるものと

する。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９２条の２の規定により製造た

ばことみなされるものに限る。）のうち、次に掲げるものについては、同

号ただし書の規定は、適用しない。 

(1) 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

(2) 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９２条の２の規定により製造

たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式

たばこ（同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であ

って当該加熱式たばこのみの品目のもの 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日か

ら施行する。 

(1) 第３３条の２、第３６条の２第１項ただし書、第３６条の３の２第１

項第３号及び第３６条の３の３第１項の改正規定並びに附則第３条の規

定 令和８年１月１日 

(2) 附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第４条の規定 

令和８年４月１日 

(3) 第１９条及び第３２条第４項の改正規定並びに次条の規定 地方税法

等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１条第１２号に

掲げる規定の施行の日 
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（公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の釧路市税条例（以下「新条例」という。）

第１９条の規定は、前条第３号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送

達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例によ

る。 

（市民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３３条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は、令

和８年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、令和７年度分まで

の個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年度分の個人の市民税に係る申告書の提出に係る新条例第３６条

の２第１項の規定の適用については、同項ただし書中「特定親族特別控除

額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条

の３の２第１項第３号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前

年の合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。

）」とあるのは、「特定親族特別控除額」とする。 

３ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規

定の施行の日（以下「１号施行日」という。）以後に支払を受けるべき新

条例第３６条の２第１項ただし書に規定する給与について提出する新条例

第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書について適用し、

１号施行日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の釧路市税条例（

以下「旧条例」という。）第３６条の２第１項ただし書に規定する給与に

ついて提出した旧条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による申

告書については、なお従前の例による。 

４ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は、１号施行日以後に支払を受け

るべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１項に規定

する公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。

以下この項において「公的年金等」という。）について提出する新条例第

３６条の３の３第１項の規定による申告書について適用し、１号施行日前
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に支払を受けるべき公的年金等について提出した旧条例第３６条の３の３

第１項の規定による申告書については、なお従前の例による。 

（市たばこ税に関する経過措置） 

第４条 次項に定めるものを除き、附則第１条第２号に掲げる規定の施行の

日前に課した、又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則第１６条

の２の２第１項に規定する加熱式たばこをいう。次項において同じ。）に

係る市たばこ税については、なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に、釧路市税条例第９１

条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が行われた

加熱式たばこに係る同条例第９３条第１項の製造たばこの本数は、同条第

３項及び新条例附則第１６条の２の２の規定にかかわらず、次に掲げる製

造たばこの本数の合計数によるものとする。 

(1) 釧路市税条例第９３条第３項の規定により換算した紙巻たばこ（新条

例附則第１６条の２の２第１項に規定する紙巻たばこをいう。次号にお

いて同じ。）の本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

(2) 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たばこの本数

に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合には、

その端数を切り捨てるものとする。 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

地方税法の一部改正等に伴い、所要の改正及び規定の整備をいたしたく、

本案を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 個人の市民税関係 
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所得割の納税義務者が特定親族（納税義務者と生計を一にする年齢１９

歳以上２３歳未満の親族等（その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者

等を除き、前年合計所得金額が１２３万円以下であるものに限る。）で控

除対象扶養親族に該当しないものをいう。）を有する場合には、当該特定

親族の前年の合計所得金額に応じ、当該所得割の納税義務者の前年の総所

得金額等から一定の控除額を控除する特定親族特別控除の創設に伴い、規

定の整備をすること。（第３３条の２、第３６条の２、第３６条の３の２、

第３６条の３の３関係） 

２ 市たばこ税関係 

加熱式たばこに係る市たばこ税の課税標準について、国税における諸制

度の取扱いを踏まえ、見直しを行うこと。（附則第１６条の２の２関係） 

３ その他 

(1) 公示送達に関し、公示事項をインターネットを利用する方法により不

特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置等について定める

こと。（第１９条関係） 

(2) その他引用条項等の規定の整備をすること。 
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議案第６２号 

 

釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例の一部を改

正する条例 

 

釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する条例（令和元年釧路市条例

第１８号）の一部を次のように改正する。 

第２条の表中「音別駅」を「白糠駅」に改める。 

第７条に次の１号を加える。 

(5) 白糠町の区域内で乗車し、かつ、降車する者 

附 則 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路市音別地区コミュニティバスの路線に係る運行区間を延長することに

伴い、所要の改正をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６３号 

 

釧路市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

 

釧路市水道事業給水条例（平成１７年釧路市条例第２８２号）の一部を次

のように改正する。 

第２７条第１項の表を次のように改める。 

用途 
メーター

の口径 

基本料金（１か月につ

き） 
従量料金（１立方メートル

につき） 
基本水量 金額 

家事用 ― ― 1,573円 ８立方メートルまで 

14.44円 

８立方メートルを超える分 

238.23円 

業務用 13ﾐﾘﾒｰﾄﾙ ８立方メー

トルまで 

1,909円 基本水量を超える分 

339.94円 20ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 2,530円

25ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 3,820円

40ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 10,678円

50ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 25,604円

75ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 42,735円

100ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 66,248円

150ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 136,223円

200ﾐﾘﾒｰﾄﾙ 192,625円

浴場用 ― 80立方メー

トルまで 

2,724円 基本水量を超える分 

45.72円 

臨時用 １立方メートルにつき 637.53円 

第２７条の２第２項第１号中「２９０．６２円」を「３２６．０８円」に

改め、同項第２号中「２７８．２６円」を「３１２．２１円」に改め、同項

第３号中「２６５．９０円」を「２９８．３４円」に改め、同項第４号中「

２５３．５５円」を「２８４．４８円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ 改正後の第２７条第１項及び第２７条の２第２項の規定は、この条例の

施行の日（以下「施行日」という。）以後の使用分に係る水道料金につい

て適用し、施行日前の使用分に係る水道料金については、なお従前の例に

よる。 

３ 前項の場合において、施行日前から継続している水道の使用に係る水道

料金で施行日以後初めて算定するものについては、各日の使用水量を均等

とみなして算定する。 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

水道事業の健全な運営を図るため、水道料金を改定いたしたく、本案を提

出するものである。 
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議案第６４号 

 

釧路市語学指導外国青年招致に関する条例の一部を改正する条例 

 

釧路市語学指導外国青年招致に関する条例（平成１７年釧路市条例第２４

２号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「３５万円」を「３６万円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

 （報酬の内払） 

２ 改正後の釧路市語学指導外国青年招致に関する条例（以下「新条例」と

いう。）の規定を適用する場合においては、改正前の釧路市語学指導外国

青年招致に関する条例の規定に基づいて支給された報酬は、新条例の規定

による報酬の内払とみなす。 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

語学指導等を行う外国青年招致事業の参加者に係る報酬額の基準を勘案し、

本市における語学指導等を行う外国青年の報酬額の上限について所要の改正

をいたしたく、本案を提出するものである。 
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議案第６５号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   組立式簡易トイレ  ４５０台 

２ 取 得 金 額   ７４,５６２,８４０円 

３ 契 約 の 方 法   指名競争入札 

４ 取 得 先   釧路市北大通８丁目１番地 

株式会社山一佐藤紙店 

 代表取締役 佐 藤 公 一 郎 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

避難所環境整備事業に伴う組立式簡易トイレの取得に関し、釧路市財産条

例第２条の規定に基づき議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、組立式簡易トイレの仕様概要は、次のとおりである。 

１ 本体重量             １９kg 

２ テント展開寸法  幅    １,２００mm 

           奥行き  １,２００mm 

           高さ   １,９００mm 

３ トイレ展開寸法  幅      ８４０mm 

           奥行き    ６８０mm 

           高さ     ７４０mm 

４ 附 属 品     マンホールシューター、コンクリート・アスファル
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ト兼用アンカー、プレート固定アンカー、土・砂用

アンカー、テント用ショルダー式収納袋 

 

（ 参 考 ）  

 

釧 路 市 財 産 条 例 抜 粋  

 

（ 議 会 の 議 決 に 付 す べ き 財 産 の 取 得 又 は 処 分 ）  

第 ２ 条  法 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ８ 号 の 規 定 に よ り 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な

ら な い 財 産 の 取 得 又 は 処 分 は 、 予 定 価 格 ２ ， ０ ０ ０ 万 円 以 上 の 不 動 産 （ 土

地 に つ い て は １ 件 ５ ， ０ ０ ０ 平 方 メ ー ト ル 以 上 の も の に 係 る も の に 限 る 。

） 若 し く は 動 産 の 買 入 れ 若 し く は 売 払 い 又 は 不 動 産 の 信 託 の 受 益 権 の 買 入

れ 若 し く は 売 払 い と す る 。  
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議案第６６号 

 

財 産 取 得 の 件 

 

市は、次のとおり財産を取得する。 

記 

１ 取得する財産の表示   釧路市立小・中・義務教育学校学習者用コン

ピュータ  ３,７７７台 

２ 取 得 金 額   １８３,８４５,４７５円 

３ 契 約 の 方 法   一者随意契約 

４ 取 得 先   札幌市中央区大通西１４丁目７番地 

              東日本電信電話株式会社 

               執行役員北海道事業部長 島 津  泰 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

市立小学校、中学校及び義務教育学校で使用する学習者用コンピュータの

取得に関し、釧路市財産条例第２条の規定に基づき議決を得たく、本案を提

出するものである。 

なお、学習者用コンピュータの仕様概要は、次のとおりである。 

１ ＣＰＵ  MediaTek Kompanio 520（2GHz） 

２ 主記憶装置（メモリ）  ４GB 

３ 内蔵ハードディスク  ３２GB 

４ オペレーティングシステム  ChromeOS 

５ 画面  １１．６インチ タッチパネル 

６ 形状  コンバーチブル型 
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７ 附属品  画面保護フィルム 
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議案第６７号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

釧路市防災行政無線（同報系）部分更新整備工事に関し、次により請負契

約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           釧路市防災行政無線（同報系）部分更新整備工

事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           ３１９,０００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市星が浦大通１丁目７番１号 

サンエス・マツダ・北電特定共同企業体 

代表者 サンエス電気通信株式会社 

代表取締役 宮 田 昌 利 

５ 工 期           契約の日から令和８年３月１８日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路市防災行政無線（同報系）部分更新整備工事に関し、議会の議決に付

すべき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出する

ものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 親局設備更新整備工事 

   親局設備（１局） 

２ 中継局設備更新整備工事 
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   中継局設備（３局） 

３ 再送信子局設備更新整備工事 

   再送信子局設備（５局） 

４ 遠隔制御装置設備更新整備工事 

   遠隔制御装置設備（４台） 

５ 屋外拡声子局設備更新整備工事 

   屋外拡声子局設備（１局） 

 

（ 参 考 ）  

 

議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 抜 粋  

 

（ 議 会 の 議 決 ）  

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６ ７ 号 ） 第 ９ ６ 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規

定 に よ り 議 会 の 議 決 に 付 さ な け れ ば な ら な い 契 約 は 、 予 定 価 格 １ 億 ５ ， ０

０ ０ 万 円 以 上 の 工 事 又 は 製 造 の 請 負 と す る 。  
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議案第６８号 

 

   工事請負契約の締結に関する件 

 

 星が浦川河川改修工事（１工区）に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的   星が浦川河川改修工事（１工区） 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   ２０７,３５０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方   釧路市入江町４番１０号 

三ッ輪・沢田・坂野特定共同企業体 

代表者 三ッ輪建設工業株式会社 

 代表取締役 髙 橋 政 史 

５ 工 期   契約の日から令和８年３月２５日まで 

 

  令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

 星が浦川河川改修工事（１工区）に関し、議会の議決に付すべき契約に関

する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

 なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 準用河川星が浦川の河川改修工事 

 (1) 護 岸 工  大型積ブロック護岸（両岸）  ２４１．１７ｍ 

 (2) 河川土工  掘削土量  ５，９００㎥ 

 (3) その他附帯工事 

２ 工事位置  釧路市鶴野５８番６２４８のうち、６２４９、６２５０の

うち、６２５６のうち 
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議案第６９号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎建築主体工事に関し、次により請負

契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的   西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎 建築主

体工事 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   １,０２２,７８０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方   釧路市住之江町１２番１７号 

村井・新太平洋・向陽特定共同企業体 

代表者 村井建設株式会社 

 代表取締役 村 井 剛 大 

５ 工 期   契約の日から令和９年８月３１日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎建築主体工事に関し、議会の議決に

付すべき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出す

るものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 建築工事 

鉄筋コンクリート造４階建 

延べ面積    ２，１２５．３６㎡ 
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１階床面積    ７２９．１３㎡ 

２階床面積    ４３３．３３㎡ 

３階床面積    ７２２．２３㎡ 

４階床面積    ２４０．６７㎡ 

風除室（２）、前室（４）、バリアフリートイレ（２）、便所（８）、

収納（２）、消防隊仮眠室（７）、脱衣室（２）、浴室（２）、シャ

ワー室、洗濯乾燥室、消防車庫、危険物庫、給油口室、工作室・倉庫、

資機材乾燥室、防火衣ロッカー室、ホース収納庫、ホース乾燥塔、分

団事務室、更衣室（２）、分団倉庫、分団車庫、消防事務室、トレー

ニング室、食堂、厨房、タイヤ置場、書庫、物品庫、ブロアー室、避

難場所（Ａ）、避難場所（Ｂ）、避難場所（Ｃ）、避難場所（Ｄ）、

汚物庫（２）、備蓄庫（３）、授乳室、オイルタンク室（２）、機械

室、無線機室・地域イントラネット交換機室、ホース巻上機械室、電

気室・発電機室 

２ 建築位置  釧路市大楽毛２丁目４番１のうち 

３ 別途工事  電気設備工事、機械設備工事、外構工事 
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議案第７０号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎電気設備工事に関し、次により請負

契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的   西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎 電気設 

備工事 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   ２２６,０５０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方   釧路市材木町９番３０号 

マツダ・北電特定共同企業体 

代表者 マツダ電気株式会社 

 代表取締役 松 田 有 律 香 

５ 工 期   契約の日から令和９年８月３１日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎電気設備工事に関し、議会の議決に

付すべき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出す

るものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

(1) 電灯設備工事         一式 

(2) 動力設備工事         一式 

(3) 受変電設備工事        一式 
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(4) 電熱設備工事         一式 

(5) 発電設備工事         一式 

(6) 太陽光発電設備工事      一式 

(7) 構内情報通信網設備工事    一式 

(8) 構内交換設備工事       一式 

(9) 拡声設備工事         一式 

(10)誘導支援設備工事       一式 

(11)テレビ共同受信設備工事    一式 

(12)監視カメラ設備工事      一式 

(13)火災報知設備工事       一式 

(14)構内配電線路設備工事     一式 

(15)構内通信線路設備工事     一式 

(16)署所通信設備工事       一式 
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議案第７１号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎機械設備工事（その１）に関し、次

により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的   西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎 機械設

備工事（その１） 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   １６０,６００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方   釧路市春採５丁目１６番１７号 

太平洋設備株式会社 

 代表取締役 小茄子川 充 

５ 工 期   契約の日から令和９年８月３１日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

西消防署大楽毛支署・第１２分団庁舎機械設備工事（その１）に関し、議

会の議決に付すべき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本

案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

(1) 暖房設備工事     一式 

(2) 給油設備工事     一式 

(3) 自動制御設備工事   一式 
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議案第７２号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

大楽毛学園・大楽毛児童センター建築主体工事に関し、次により請負契約

を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           大楽毛学園・大楽毛児童センター建築主体工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           １,５３２,３００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市若松町６番２号 

坂野・葵・丸彦渡辺特定共同企業体 

代表者 坂野建設株式会社 

代表取締役 坂 野 賀 孝 

５ 工 期           契約の日から令和９年１２月１０日まで 

   

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

大楽毛学園・大楽毛児童センター建築主体工事に関し、議会の議決に付す

べき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するも

のである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 増築工事 

(1) 増築棟 

      鉄筋コンクリート造３階ＰＨ１階建 

延べ面積    ２，０５７．２４㎡ 
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 １階床面積    ６７５．０８㎡ 

 ２階床面積    ６７５．０８㎡ 

３階床面積    ６７５．０８㎡  

ＰＨ階床面積    ３２．００㎡ 

風除室（３）、事務室、静養室、放課後児童クラブ室、図書室（２）、

集会室、備品庫、物品庫（６）、便所（８）、バリアフリートイレ（

４）、清掃用具庫、遊戯室、器具庫（２）、収納庫、交流室、生徒会

室、特別支援教室（４）、多目的室、サブアリーナ  

(2) 渡り廊下棟 

鉄骨造３階建 

延べ面積    ４９．９２㎡ 

１階床面積  １６．６４㎡ 

２階床面積  １６．６４㎡ 

３階床面積  １６．６４㎡  

(3) 物置棟 

鉄骨造平家建 

延べ面積    ５２．６７㎡ 

２ 改修工事 

間仕切り改修、バスケットゴール改修 

３ 所 在 地  釧路市大楽毛１丁目１０番１号 

４  別途工事  電気設備工事、管設備工事 
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議案第７３号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

大楽毛学園・大楽毛児童センター電気設備工事に関し、次により請負契約

を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           大楽毛学園・大楽毛児童センター電気設備工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           １５９,５００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市入江町６番９号 

共成・釧路電工特定共同企業体 

代表者 共成電気株式会社 

代表取締役 青 田 博 文 

５ 工 期           契約の日から令和９年１２月１０日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

大楽毛学園・大楽毛児童センター電気設備工事に関し、議会の議決に付す

べき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するも

のである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 増築棟 

(1) 幹線設備工事        一式 

(2) 電灯設備工事        一式 

(3) 動力設備工事        一式 
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(4) 受変電設備工事       一式 

(5) 構内情報通信網設備工事   一式 

(6) 火災報知設備工事      一式 

２ 改修棟 

(1) 幹線設備工事        一式 

(2) 電灯設備工事        一式 

(3) 動力設備工事        一式 

(4) 受変電設備工事       一式 

(5) 構内情報通信網設備工事   一式 

(6) 火災報知設備工事      一式 

(7) 防火戸設備工事       一式 
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議案第７４号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

音別義務教育学校建築主体工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           音別義務教育学校建築主体工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           １,３１７,８００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市住之江町２番７号 

タカオ・松井・萬木特定共同企業体 

代表者 タカオ工業株式会社 

 代表取締役 池 田  優 

５ 工 期           契約の日から令和８年９月３０日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

音別義務教育学校建築主体工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関す

る条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 増築工事 

(1) 校舎棟 

      鉄筋コンクリート造２階建 

延べ面積    １，２５４．６０㎡ 

 １階床面積    ６２７．３０㎡ 

 ２階床面積    ６２７．３０㎡ 
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普通教室（９）、特別支援教室（４）、配膳室（２）、便所（４）、

バリアフリートイレ（２）、物品庫（４） 

(2) 屋内体育館棟 

      鉄骨造平家建 

延べ面積    ４０．００㎡ 

器具庫 

２ 改修工事 

外壁塗装、サッシ改修、屋上防水改修、間仕切り改修、バスケットゴ

ール改修 

３ 所 在 地  釧路市音別町中園２丁目２番地 

４  別途工事  電気設備工事、管設備工事 
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議案第７５号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

音別義務教育学校電気設備工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           音別義務教育学校電気設備工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           ２２８,３６０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市入江町８番１９号 

東興・三東特定共同企業体 

代表者 株式会社東興電気工業 

 代表取締役 東 堂 光 春 

５ 工 期           契約の日から令和８年９月３０日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

音別義務教育学校電気設備工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関す

る条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 増築棟 

(1) 幹線設備工事        一式 

(2) 電灯設備工事        一式 

(3) 動力設備工事        一式 

(4) 受変電設備工事       一式 

(5) 構内情報通信網設備工事   一式 
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(6) 火災報知設備工事      一式 

２ 改修棟 

(1) 電灯設備工事        一式 

(2) 幹線設備工事        一式 

(3) 動力設備工事        一式 

(4) 受変電設備工事       一式 

(5) 構内情報通信網設備工事   一式 

(6) 火災報知設備工事      一式 

(7) 防火戸設備工事       一式 
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議案第７６号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

音別義務教育学校管設備工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           音別義務教育学校管設備工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           １４８,９４０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市鳥取大通３丁目２１番２７号 

大同・山田特定共同企業体 

代表者 大同工業株式会社 

代表取締役 板 井  進 

５ 工 期           契約の日から令和８年９月３０日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

音別義務教育学校管設備工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関する

条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 増築棟 

(1) 給水設備工事       一式 

(2) 排水設備工事       一式 

(3) 給湯設備工事       一式 

  (4) 衛生器具設備工事     一式 

  (5) プロパンガス設備工事   一式 
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(6) 消火設備工事       一式 

(7) 暖房設備工事       一式 

(8) 換気設備工事       一式 

２ 改修棟 

(1) 給水設備工事       一式 

(2) 排水設備工事       一式 

(3) 給湯設備工事       一式 

  (4) 衛生器具設備工事     一式 

  (5) プロパンガス設備工事   一式 

(6) 消火設備工事       一式 

(7) 暖房設備工事       一式 

(8) 換気設備工事       一式 
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議案第７７号 

 

   工事請負契約の締結に関する件 

 

 令和７年度公営住宅等解体工事（美原団地Ｍ３・４）に関し、次により請

負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的            令和７年度公営住宅等解体工事（美原団地Ｍ３

・４） 

２ 契 約 の 方 法            一般競争入札 

３ 契 約 金 額            １８２,６００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方            釧路市住之江町２番７号 

タカオ工業株式会社 

代表取締役 池 田  優 

５ 工 期   契約の日から令和８年３月１０日まで 

 

  令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

 （説明） 

 令和７年度公営住宅等解体工事（美原団地Ｍ３・４）に関し、議会の議決

に付すべき契約に関する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出

するものである。 

 なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 解体工事 

(1) 美原公営住宅Ｍ３ 

鉄筋コンクリート造５階建 

１棟５０戸 
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延べ面積    ３，２０５．８４㎡ 

(2) 美原公営住宅Ｍ４及び美原寡婦住宅Ｍ４ 

鉄筋コンクリート造５階建 

１棟３０戸 

延べ面積    １，７７４．０７㎡ 

２ 解体位置  釧路市美原２丁目６番 
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はんのき 公園

釧路市立美原中学校

美原団地Ｍ３ ・ ４

位 置 図

令和７ 年度公営住宅等解体工事（ 美原団地Ｍ３ ・ ４ ）

Ｎ

釧路市立美原小学校

位置図

令和７年度公営住宅等解体工事（美原団地Ｍ３・４）

はんのき公園

美原会館

美原中学校

美原小学校
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議案第７８号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

釧路市学校給食センター解体工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的           釧路市学校給食センター解体工事 

２ 契 約 の 方 法           一般競争入札 

３ 契 約 金 額           ２３９,８００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方           釧路市材木町１５番１７号 

葵・北東特定共同企業体 

代表者 葵建設株式会社 

 代表取締役社長 大 水 賢 一 

５ 工 期           契約の日から令和８年２月２７日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路市学校給食センター解体工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関

する条例第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 解体工事 

 (1) 旧釧路市小学校給食センター 

      鉄骨造一部木造２階建 

延べ面積    １，５９０．２２㎡ 

(2) 旧釧路市中学校給食センター 

   鉄骨造２階建 
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延べ面積    １，３５９．１２㎡ 

(3) 排水処理施設（１） 

鉄筋コンクリート造平家建 

延べ面積    ７．５５㎡ 

(4) 排水処理施設（２） 

コンクリートブロック造平家建 

延べ面積    ２４．７５㎡ 

(5) プロパン庫 

コンクリートブロック造平家建 

延べ面積    １４．８９㎡ 

２ 解体位置  釧路市貝塚３丁目７番２２号 

３ 別途工事  外構工事 
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位 置 図

Ｎ

釧路市学校給食センター解体工事

釧路川

別保橋

別保川

貝塚送配水ポンプ場

釧路市小学校給食センター

釧路市中学校給食センター

釧路市学校給食センター

                         

     

                               
                                                        

釧路市学校給食センター解体工事

位置図

旧釧路市中学校給食センター

旧釧路市小学校給食センター

                                 

                                 

                                 
　

　

釧路市学校給食センター

貝塚送配水ポンプ場
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議案第７９号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

旧図書館解体工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的   旧図書館解体工事 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   ２１５,０５０,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方   釧路市春採６丁目１番５号 

宮脇・浅利特定共同企業体 

代表者 宮脇土建株式会社 

代表取締役 濁 沼 英 一 

５ 工 期   契約の日から令和８年３月１８日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

旧図書館解体工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関する条例第２条

の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 解体工事 

   鉄筋コンクリート造地下１階地上４階ＰＨ１階建 

   延べ面積    ３，０２８．３６㎡ 

２ 解体位置  釧路市幣舞町４番６号 
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旧図書館解体工事

位置図

釧路川リバーサイド
左岸緑地

釧路川リバーサイド
右岸緑地

釧路フィッシャーマンズワーフ

上下水道部

- 102 -



議案第８０号 

 

工事請負契約の締結に関する件 

 

旧青少年科学館解体工事に関し、次により請負契約を締結する。 

記 

１ 契 約 の 目 的   旧青少年科学館解体工事 

２ 契 約 の 方 法   一般競争入札 

３ 契 約 金 額   １５２,９００,０００円 

４ 契 約 の 相 手 方   釧路市住之江町８番７号 

萬木建設株式会社 

代表取締役 漆 﨑  要 

５ 工 期   契約の日から令和８年３月１２日まで 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

旧青少年科学館解体工事に関し、議会の議決に付すべき契約に関する条例

第２条の規定により議決を得たく、本案を提出するものである。 

なお、工事の概要は、次のとおりである。 

１ 解体工事 

 (1) 旧青少年科学館 

   鉄筋コンクリート造２階建ＰＨ２階建 

   延べ面積    ２，０８６．５８㎡ 

 (2) 収蔵庫 

   木造平家建 

   延べ面積    ６３．１８㎡ 

- 103 -



２ 解体位置  釧路市春湖台１番７号 
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旧青少年科学館解体工事

位置図

高等看護学院

博物館

幣舞中学校
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議案第８１号 

 

区域外における公の施設の設置に関する協議の件 

 

市は、白糠町に公の施設を設置することについて、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第２４４条の３の規定に基づき、次のとおり白糠町と協議

する。 

記 

１ 設置する公の施設   釧路市音別地区コミュニティバス 

２ 設 置 の 目 的   音別地区（合併（平成１７年１０月１１日の３ 

市町の合併をいう。）前の音別町の区域をいう。

）における地域住民の交通手段を確保するため 

３ 設 置 の 場 所   白糠郡白糠町東１条南１丁目３００番地１から

釧路市音別町との境界までの道道白糠停車場線

及び国道３８号沿線 

（別紙図面参照） 

４ 使 用 の 条 件   釧路市音別地区コミュニティバス事業に関する

条例（令和元年釧路市条例第１８号）及び釧路

市音別地区コミュニティバス事業に関する条例

施行規則（令和元年釧路市規則第９号）の定め

るところによる。ただし、白糠町の区域内で乗

車し、かつ、降車する者は使用できないものと

する。 

５ 経 費 の 負 担   この公の施設の運行に要する経費は、釧路市が

負担するものとする。 

   

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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（説明） 

釧路市音別地区コミュニティバスに係る運行区間の起点を白糠駅とするこ

とに伴い、白糠町の区域内に公の施設を設置するため、同町と協議すること

について、地方自治法第２４４条の３の規定に基づき議決を得たく、本案を

提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

   地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 公 の 施 設 の 区 域 外 設 置 及 び 他 の 団 体 の 公 の 施 設 の 利 用 ）  

第 ２ ４ ４ 条 の ３  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 そ の 区 域 外 に お い て も 、 ま た 、 関 係

普 通 地 方 公 共 団 体 と の 協 議 に よ り 、 公 の 施 設 を 設 け る こ と が で き る 。  

２  普 通 地 方 公 共 団 体 は 、 他 の 普 通 地 方 公 共 団 体 と の 協 議 に よ り 、 当 該 他 の  

普 通 地 方 公 共 団 体 の 公 の 施 設 を 自 己 の 住 民 の 利 用 に 供 さ せ る こ と が で き る 。  

３  前 ２ 項 の 協 議 に つ い て は 、 関 係 普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 議 決 を 経 な け

れ ば な ら な い 。  
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位 置 図

小学校給食センター

土地取得位置

中学校給食センター

貝塚３丁目

釧 路 川

別 保 川

貝塚４丁目

貝塚２丁目

釧路市音別地区コミュニティバス路線設置場所

和天別

馬主来

和
天
別
川

茶
路
川

設置場所

白糠駅

白糠町市街地

下茶路

西茶路

馬主来沼
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議案第８２号 

 

固定資産評価員の選任について同意を求める件 

 

次の者を、釧路市固定資産評価員に選任いたしたいので、議会の同意を得

たい。 

記 

氏   名 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 税 法 抜 粋  

 

（ 固 定 資 産 評 価 員 の 設 置 ）  

第 ４ ０ ４ 条  市 町 村 長 の 指 揮 を 受 け て 固 定 資 産 を 適 正 に 評 価 し 、 且 つ 、 市 町

村 長 が 行 う 価 格 の 決 定 を 補 助 す る た め 、 市 町 村 に 、 固 定 資 産 評 価 員 を 設 置

す る 。  

２  固 定 資 産 評 価 員 は 、 固 定 資 産 の 評 価 に 関 す る 知 識 及 び 経 験 を 有 す る 者 の

う ち か ら 、 市 町 村 長 が 、 当 該 市 町 村 の 議 会 の 同 意 を 得 て 、 選 任 す る 。  

（ 以 下  略 ）  
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報告第２号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件                

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告し、承認を求める。 

記 

令和７年度釧路市下水道事業会計補正予算 

（別 記） 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

下水道管路の緊急調査に要する経費について、ここに報告のとおり専決処

分をしたので承認を求めたく、本案を提出するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 長 の 専 決 処 分 ）  

第 １ ７ ９ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 が 成 立 し な い と き 、 第 １ １ ３ 条 た だ し

書 の 場 合 に お い て な お 会 議 を 開 く こ と が で き な い と き 、 普 通 地 方 公 共 団 体

の 長 に お い て 議 会 の 議 決 す べ き 事 件 に つ い て 特 に 緊 急 を 要 す る た め 議 会 を

招 集 す る 時 間 的 余 裕 が な い こ と が 明 ら か で あ る と 認 め る と き 、 又 は 議 会 に  

お い て 議 決 す べ き 事 件 を 議 決 し な い と き は 、 当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、  

そ の 議 決 す べ き 事 件 を 処 分 す る こ と が で き る 。 （ た だ し 書  略 ）  

（ ２ 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 次 の 会

議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し 、 そ の 承 認 を 求 め な け れ ば な ら な い 。  

（ ４ 項  略 ）  
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（別 記） 

 

令和７年度釧路市下水道事業会計補正予算 

 

（総則） 

第１条 令和７年度釧路市下水道事業会計の補正予算は、次に定めるところ

による。 

（収益的収入及び支出） 

第２条 令和７年度釧路市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第

３条本文に、「なお、営業費用中管渠費の財源に充てるため、下水道事業

債（大規模下水道管路特別重点調査事業）２，５００千円を借り入れる。

」を加え、収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

    （科   目）  （既決予定額）（補正予定額）（  計  ） 

収               入 

第１款 下水道事業収益 7,385,836千円    2,500千円 7,388,336千円 

第２項 営 業 外 収 益 2,057,454千円   2,500千円 2,059,954千円 

支               出 

第１款 下水道事業費用 6,664,643千円    4,773千円 6,669,416千円 

第１項 営 業 費 用 6,359,995千円    5,000千円 6,364,995千円 

第２項 営 業 外 費 用  304,648千円   △227千円  304,421千円 

（企業債） 

第３条 予算第６条に定めた起債の目的及び限度額を、次のとおり補正する。 

区 分 起 債 の 目 的 
限     度     額 

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

追 加 

下 水 道 事 業 債 

（ 大 規 模 下 水

道 管 路 特 別 重

点 調 査 事 業 ） 

千円 

 

0 

千円 

 

2,500 

千円 

 

2,500 

計 1,697,600 2,500 1,700,100 
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に

属
す

る
事

業
の

内
容

は
以

下
の

と
お

り
で

あ
る

。
１

固
定

資
産

の
減

価
償

却
の

方
法

(１
)

有
形

固
定

資
産

都
市

計
画

事
業

と
し

て
執

行
す

る
も

の
。

主
と

し
て

市
街

地
に

お
け

る
下

水
を

排
除

し
、

・
減

価
償

却
の

方
法

又
は

処
理

す
る

た
め

に
市

が
管

理
す

る
下

水
道

。
古

川
・
白

樺
・
大

楽
毛

処
理

区
定

額
法

に
よ

る
。

都
市

計
画

区
域

以
外

の
区

域
に

お
い

て
執

行
す

る
も

の
。

市
街

化
区

域
以

外
の

人
口

・
主

な
耐

用
年

数
集

中
地

域
で

水
環

境
の

保
全

が
必

要
な

地
域

に
お

い
て

整
備

を
行

っ
た

下
水

道
。

阿
建

物
6
～

5
0
年

寒
・
阿

寒
湖

畔
・
音

別
処

理
区

構
築

物
1
0
～

5
0
年

２
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
ご

と
の

営
業

収
益

等
機

械
及

び
装

置
 6

～
2
0
年

前
年

度
（
自

　
令

和
６

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

７
年

３
月

３
１

日
）

車
両

運
搬

具
 3

～
5
年

（
単

位
　

千
円

）
工

具
、

器
具

及
び

備
品

 3
～

1
5
年

２
引

当
金

の
計

上
方

法
(１

)
貸

倒
引

当
金

営
業

収
益

債
権

の
不

納
欠

損
に

よ
る

損
失

に
備

え
る

た
め

、
貸

倒
実

績
率

等
に

よ
る

回
収

不
能

見
込

み
額

を
営

業
費

用
計

上
し

て
い

る
。

営
業

損
益

(２
)

退
職

給
付

引
当

金
経

常
損

益
職

員
の

退
職

手
当

の
支

給
に

備
え

る
た

め
、

当
事

業
年

度
末

に
お

け
る

退
職

手
当

の
要

支
給

額
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
に

相
当

す
る

金
額

を
計

上
し

て
い

る
。

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
(３

)
賞

与
引

当
金

そ
の

他
の

項
目

　
職

員
の

期
末

・
勤

勉
手

当
の

支
給

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

る
支

給
見

込
額

に
基

他
会

計
繰

入
金

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

減
価

償
却

費
(４

)
法

定
福

利
費

引
当

金
有

形
固

定
資

産
及

び
　

職
員

の
期

末
・
勤

勉
手

当
に

係
る

法
定

福
利

費
の

支
出

に
備

え
る

た
め

、
当

事
業

年
度

末
に

お
け

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

る
支

出
見

込
額

に
基

づ
き

、
当

事
業

年
度

の
負

担
に

属
す

る
額

を
計

上
し

て
い

る
。

３
消

費
税

等
の

会
計

処
理

当
年

度
（
自

　
令

和
７

年
４

月
１

日
　

至
　

令
和

８
年

３
月

３
１

日
）

消
費

税
及

び
地

方
消

費
税

の
会

計
処

理
は

税
抜

方
式

に
よ

っ
て

い
る

。
（
単

位
　

千
円

）

Ⅱ
予

定
貸

借
対

照
表

等
関

連
１

企
業

債
の

償
還

に
係

る
他

会
計

の
負

担
セ

グ
メ

ン
ト
資

産
貸

借
対

照
表

に
計

上
さ

れ
て

い
る

企
業

債
（
当

事
業

年
度

の
末

日
の

翌
日

か
ら

起
算

し
て

１
年

以
内

セ
グ

メ
ン

ト
負

債
に

償
還

予
定

の
も

の
も

含
む

。
）
の

う
ち

、
一

般
会

計
が

負
担

す
る

と
見

込
ま

れ
る

額
は

6
,8

8
1
,7

6
4
千

円
そ

の
他

の
項

目
で

あ
る

。
他

会
計

繰
入

金
減

価
償

却
費

Ⅲ
セ

グ
メ

ン
ト
情

報
の

開
示

有
形

固
定

資
産

及
び

１
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
の

概
要

無
形

固
定

資
産

の
増

加
額

釧
路

市
下

水
道

事
業

会
計

は
、

公
共

下
水

道
事

業
及

び
特

定
環

境
保

全
公

共
下

水
道

事
業

を
運

営
し

て
い

る
こ

と
か

ら
、

こ
の

２
つ

を
報

告
セ

グ
メ

ン
ト
と

し
て

い
る

。
Ⅳ

そ
の

他
１

貸
倒

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

不
納

欠
損

処
分

を
す

る
た

め
貸

倒
引

当
金

7
,8

3
1
千

円
を

取
り

崩
す

。
２

退
職

給
付

引
当

金
の

取
り

崩
し

当
事

業
年

度
に

お
い

て
、

退
職

手
当

を
支

給
す

る
た

め
退

職
給

付
引

当
金

2
9
,7

0
6
千

円
を

取
り

崩
す

。
３

賞
与

引
当

金
、

法
定

福
利

費
引

当
金

の
取

り
崩

し
当

事
業

年
度

に
お

い
て

、
期

末
・
勤

勉
手

当
を

支
給

す
る

た
め

賞
与

引
当

金
2
6
,6

9
6
千

円
を

取
り

崩
し

、
こ

れ
に

係
る

法
定

福
利

費
引

当
金

4
,7

9
9
千

円
を

取
り

崩
す

。

△
 5

0
1
,1

6
8

△
 1

4
1
,1

0
7

△
 6

4
2
,2

7
5

1
,5

1
7
,2

4
7

3
3
4
,8

3
0

1
,8

5
2
,0

7
7

3
,0

4
3
,8

6
9

4
2
4
,3

8
9

3
,4

6
8
,2

5
8

5
0
,8

8
9
,0

2
9

7
,5

7
8
,4

7
1

5
8
,4

6
7
,5

0
0

特
定

環
境

保
全

7
0
,6

2
9
,8

2
9

9
,1

4
9
,7

0
3

7
9
,7

7
9
,5

3
2

公
共

下
水

道
事

業
合

　
計

公
共

下
水

道
事

業

7
1
,0

6
4
,6

4
7

9
,7

4
2
,3

2
5

8
0
,8

0
6
,9

7
2

5
1
,9

1
8
,9

8
9

8
,1

4
4
,4

2
2

6
0
,0

6
3
,4

1
1

△
 8

0
9
,0

4
1

△
 2

6
5
,7

6
7

△
 1

,0
7
4
,8

0
8

7
0
8
,5

1
8

4
,9

6
1

7
1
3
,4

7
9

4
7
6
,3

1
7

4
,9

8
2
,3

7
4

5
,3

1
5
,0

9
8

7
4
2
,0

8
4

6
,0

5
7
,1

8
2

事
業

区
分

事
　

　
業

　
　

の
　

　
内

　
　

容

公
共

下
水

道
事

業

特
定

環
境

保
全

特
定

環
境

保
全

公
共

下
水

道
事

業

公
共

下
水

道
事

業
公

共
下

水
道

事
業

合
　

計

4
,5

0
6
,0

5
7

3
,0

3
6
,2

4
2

4
1
8
,8

2
6

3
,4

5
5
,0

6
8

1
1
8
,3

5
8

1
,4

8
1
,6

5
8

3
5
0
,2

4
2

1
,8

3
1
,9

0
0

4
6
5
,7

6
2

5
8
4
,1

2
0
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報告第３号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告し、承認を求める。 

記 

釧路市税条例及び釧路市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 

（釧路市税条例の一部改正） 

第１条 釧路市税条例（平成１７年釧路市条例第７５号）の一部を次のよう

に改正する。 

第８１条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め、同号イ中「又は」を

「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号中エをオとし、同号ウ

中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め、同号ウを同号

エとし、同号イの次に次のように加える。 

ウ ２輪のもので、総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力

が４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第８９条第２項中「運転免許証」を「道路交通法（昭和３５年法律第１

０５号）第９２条の規定により交付された障害者若しくは生計を一にする

者若しくは介護者の運転免許証又はこれらの者の特定免許情報（同法第９

５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が

記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４項に規定

する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）」に改め、

同条中第５項を第６項とし、同条第４項中「前２項」を「第２項又は前項

」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項第５号中「定格出力」の次

に「（第８１条第１号ウに掲げる原動機付自転車にあっては、原動機の総

排気量及び最高出力）」を加え、同項を同条第４項とし、同条第２項の次
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に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、免許情報記録個人番号カードを提示したときは、

当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認する

ために必要な措置を受けなければならない。 

附則第１０条の２第２１項中「附則第１５条第４２項」を「附則第１５

条第４１項」に改める。 

附則第１０条の３中第１３項を第１４項とし、第１２項を第１３項とし、

第１１項の次に次の１項を加える。 

１２ 市長は、法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンション

に係る区分所有に係る家屋については、前項の申告書の提出がなかった

場合においても、マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成

１２年法律第１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組合の管理者

等から法附則第１５条の９の３第２項に規定する期間内に施行規則附則

第７条第１７項各号に掲げる書類の提出がされ、かつ、当該特定マンシ

ョンが法附則第１５条の９の３第１項に規定する要件に該当すると認め

られるときは、前項の規定にかかわらず、同条第１項の規定を適用する

ことができる。 

（釧路市都市計画税条例の一部改正） 

第２条 釧路市都市計画税条例（平成１７年釧路市条例第７６号）の一部を

次のように改正する。 

附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第

１５条第４１項」に改める。 

附則第１７項中「第３４項若しくは第４２項」を「第３３項若しくは第

４１項」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

（固定資産税に関する経過措置） 
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第２条 第１条の規定による改正後の釧路市税条例（以下「新条例」という。

）の規定中固定資産税に関する部分は、令和７年度以後の年度分の固定資

産税について適用し、令和６年度分までの固定資産税については、なお従

前の例による。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第３条 新条例第８１条第１号の規定は、令和７年度以後の年度分の軽自動

車税の種別割について適用し、令和６年度分までの軽自動車税の種別割に

ついては、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第４条 第２条の規定による改正後の釧路市都市計画税条例の規定は、令和

７年度以後の年度分の都市計画税について適用し、令和６年度分までの都

市計画税については、なお従前の例による。 

 

令和７年６月１２日提出 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

地方税法等の一部改正に伴い、所要の改正及び規定の整備をする専決処分

をしたので承認を求めたく、本案を提出するものである。 

なお、主な改正点は、次のとおりである。 

１ 固定資産税関係 

大規模の修繕等が行われたマンションに係る固定資産税の減額措置に関

し、適用の手続を簡素化したこと。（市税条例附則第１０条の３関係） 

２ 軽自動車税関係 

(1) 原動機付自転車のうち、２輪のもので一定の基準を満たすものに係る

種別割の税率を２，０００円としたこと。（市税条例第８１条関係） 

(2) 種別割の減免申請に関し、運転免許証に代えて免許情報記録個人番号

カードを提示することができることとしたこと。（市税条例第８９条関
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係） 

３ その他引用条項等の規定の整備をしたこと。 
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